
■千葉司法書士会八日市場支部無料相談■　登記・法律・債務整理に関する相談に応じます。　とき● 2月 14 日（土） 午後 1時～ 5時
ところ●旭市民会館　予約受付● 2月 12 日（木）までに司法書士栗田事務所☎ 72-1336 へ電話　問合せ●中澤裕子司法書士事務所☎ 80-5015

■千葉県行政書士会東総支部無料相談会■　相続・贈与に関する書類や賃貸契約書、離婚協議書などでお困りの方は、ご相談ください。
とき●2月15日（日）午後1時30分～4時　ところ●匝瑳市市民ふれあいセンター　問合せ●スギヤマ行政書士事務所☎72-1639

（代表）0479-76-2611
FAX 76-7144

【1 階 】出 納 室 76-5415

住 民 課
76-5401
76-5405

子育て支援課 76-5412
税 務 課 76-5402
生活環境課 76-5406
都市計画課 76-5408
都市整備課 76-5407

【2 階 】総 務 課 76-2611
企画財政課 76-5409
産業経済課 76-5404
農業委員会 76-5403

【3 階 】議会事務局 76-5414

FAX 76-3186
保 健 福 祉 課 76-3185
地域包括支援センター 70-6111

FAX 76-7813
学 校 教 育 課 76-5411
生 涯 学 習 課 76-7811
プ ラ ザ 図 書 室 79-3406

多 古 こ ど も 園 76-6050
たこ・こどもルーム 76-4444

FAX 76-7021
多 古 中 央 病 院 76-2211
給 食 セ ン タ ー 76-3253
わぁーかちぃーと 75-4919

役場庁舎の電話番号です

保健福祉センター

コミュニティプラザ

平成27年度学童保育所の入所受付を行います 総合病院国保旭中央病院からのお知らせ

薬局薬局

The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者に問い合せください。

平成27年度4月入学生2次募集
千葉県生涯大学校 

対象●県内在住の 55 歳以上の方
募集内容●①地域活動学部 :2 年制、
年額 15,400 円②造形学部園芸
コース :1 年制、年額 27,700 円
③造形学部陶芸コース :1 年制、
年額 55,500 円

願書受付●2月10日（火）～27日（金）
願書提出・問合せ●千葉県生涯大学
校東総学園☎ 0479-25-2035

　（〒 288-0313 銚子市台町 2203）

硬式テニス初心者の皆さまへ
つばき杯ビギナーズテニス・ミックス大会 
とき● 3月 15 日（日）午前 8 時から
ところ●千葉県総合スポーツセンター 
　東総運動場（旭市清和乙 621）
種目●ミックスダブルス
参加資格●千葉県在住・在勤・在学
　の硬式テニス初心者の方
参加費● 1 組 2,000 円【当日集金】
申込み●2月21日（土）午後1時から
　FAX:68-1063 または
　E-Mail:tousou@cue-net.or.jp
問合せ●東総運動場
　☎ 68-1061

2015年農林業センサス実施中
ご協力をお願いします 

　平成 27 年 2 月 1 日現在で、全国
一斉に農林業の国勢調査といわれる
「2015 年農林業センサス」が実施さ
れ、1 月中旬から調査員が農林業を
営んでいる皆様のところへ「調査員 
証」を携行して訪問しています。調査 
票に記入された事項については、統
計以外の目的には使用されませんの
で、調査へのご協力をお願いします。
問合せ●企画財政課企画空港対策係
　☎ 76-5409

食物アレルギー教室のご案内
香取健康福祉センター 

　食物アレルギーについて理解を深
めるために、専門の医師による講演
会と交流会を開催します。
とき● 2月 25日（水）
　午後 1時 30分～ 3時 30分
ところ●香取健康福祉センター会議
室（香取市佐原ロ 2127）

対象者●食物アレルギーの子どもを
持つご家族等

申込み問合せ● 2月 16 日（月）まで
に香取健康福祉センター地域保健
福祉課☎ 0478-52-9161

長期療養児を持つ保護者向け
講演会と交流会のお知らせ 

　臨床心理士の花澤佳子先生が『病
気をもつ子どものこころに寄り添う
ためのヒント』と題した講演を行い
ます。お子さんと一緒に聞くことも
できますので、ぜひお気軽にご参加
ください。
とき● 3月 4 日（水）　午前 10 時～
　正午（講演会は 11 時まで）
ところ●香取健康福祉センター会議
室（香取市佐原ロ 2127）

対象者●小児慢性特定疾患等の長期
にわたり療養を必要とする児童
を持つ保護者

参加費●無料
申込み問合せ●香取健康福祉セン
ター（事前申込みが必要）

　☎ 0478-52-9161

　冬場は暖房の使用などによっ
てエネルギーの消費が増大する
季節です。
　地球環境や限りある資源のた
めに、一人ひとりが毎日の暮ら
しの中で省エネルギーを実践す
ることが大切です。職場や家庭
などにおける過度な暖房に気を
つけましょう。

募集 お知らせ

●住民相談　2月23日（月）
午前9時30分〜午後3時
役場1階 第2会議室
■住民課住民係☎76-5401

●家庭教育相談（火・水・木曜日）
午後1時30分〜3時30分
コミュニティプラザ2階 相談室
■生涯学習課社会教育係☎76-7811

●心配ごと相談（毎週水曜日）
午後1時30分〜3時30分
社会福祉協議会
■社会福祉協議会☎76-5940

●健康相談（月〜金曜日）
午前9時30分〜11時
保健福祉センター内 健康相談室
■保健福祉課健康づくり係
　☎76-3185

相談日が祝日の場合は
お問い合わせください。

　申請書や勤務証明書などの書類は、子育て支援課
窓口または町ホームページ上から印刷できます。
　詳細については、お問い合わせください。
対象児童●保護者などが働いているため、放課後の
　保育ができない小学新 1年生～新 3年生
　※ただし、新4年生で希望する方はご相談ください。
申請受付● 2月 2日（月）～ 13日（金）
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
　（土・日・祝日を除く）
保育料●月額 7,000 円（8月は 10,000 円）
傷害保険料●月額 150円
申請・問合せ●子育て支援課こども係
　☎ 76-5412

　当院では、本年夏ごろをめどに、「院外処方」へ移
行することが決まりました。
　院外処方とは、病院が発行する「処方せん」を院外
の保険薬局に持参し、薬を受け取る方法です。移
行により、当院での薬の待ち時間が解消されるほ
か、後発（ジェネリック）医薬品へ変更がしやすくな
り、患者様の経済的負担が軽くなるなどの利点があ
ります。
　具体的な移行日、対象となる薬や条件の詳細、処
方せん発行から薬を受け取るまでの手順など、詳細
については、順次お知らせします。
問合せ●総合病院 国保旭中央病院
　☎ 0479-63-8111（代）

平成27年度多古こども園　入園予定者説明会を開催します
　平成 27年 4月から新たに多古こども園へ入園を予定
されている方を対象に、説明会を開催します。
　詳細については、別途郵送する通知をご覧ください。
とき●2月10日（火）午後1時30分から　ところ●多古こども園2階ホール
対象者●平成 27年 4月新規入園予定者
問合せ●多古こども園☎ 76-6050

弁護士が相談に応じます！　無料『消費者相談窓口』
とき● 2月 13日（金）　午前 10時～午後 3時
ところ●コミュニティプラザ 1階　会議室 （控室は第 1研修室）
　 【次回の相談日は 3月 6日（金）　午前 10時～午後 3時、申込みは 2月
20日（金）～ 27日（金）まで】
申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎ 76-5404

働くことに悩みを抱えている若者の支援をします
とき● 2月 13日（金）　午前 10時～午後 5時
対象● 15歳以上 40歳未満の自立（就労）に悩みを抱えている若者または
その保護者

ところ●役場1階　第 1会議室（控室は第 2会議室）
申込み●事前の申込みが必要です。
問合せ●ちば北総地域若者サポートステーション☎ 0476-24-7880

千葉県最低賃金等の改正について

「必ずチェック最低賃金！使用者も　労働者も」

千葉県最低賃金
（時間額）

改正額

７９８円

千
葉
県
特
定
最
低
賃
金（
時
間
額
）

業　　　種 改正額
調味料製造業 ８３９円
鉄鋼業 ８８０円
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 ８５５円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機
械器具製造業

８５９円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学
機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機
械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業

８４１円

各種商品小売業 ８１９円
自動車（新車）小売業 ８５０円

24 時間テレフォンサービス☎ 043-221-4700

千葉労働局ホームページhttp://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

問合せ●千葉労働局労働基準部賃金室☎ 043-221-2328

　※軽易な業務に従事する方など特定最低賃金が適用されない業種があります。

平成 26 年 12 月 25 日発効

平成 26年 10 月 1日発効

　千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パートやアルバイト等を含
む）および、その使用者に適用される千葉県最低賃金、千葉県特定最低
賃金が改正されました。
　なお、最低賃金額には精・皆勤手当、
通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当、
深夜手当等は含まれません。

2 月は省エネルギー月間です
経済産業省

無料相談いろいろ
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